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１　福岡高等裁判所第１民事部は、２０１０年６月１４日、北九州市内在住の７４歳～

９２歳の生活保護受給者３９名が、老齢加算の段階的廃止に伴う保護変更決定の取り

消しを求めた裁判において、同決定の違法性を認め、これを取り消す判決を言い渡し

た。

　　老齢加算の段階的廃止をめぐっては、全国８カ所の裁判所（４地裁、３高裁、１最高

裁）において約１００名の原告により裁判が闘われているが、本判決は初めての原告

側勝訴判決である。

２　老齢加算は、高齢者に特有の生活需要を満たすために、原則７０歳以上の生活保護受

給者に対して、１９６０年の老齢加算制度創設以来、４０年以上にわたり支給されて

きたものである。

しかし、国は、２００４年に、その段階的廃止を決定し、２００６年にはこれを全

廃した。

３　福岡高等裁判所の今回の判決は、生活保護の受給が単なる国の恩恵ではなく法的権利

であるとした最高裁昭和４２年５月２４日大法廷判決を確認し、生活保護の受給が法

的権利である以上、保護基準が単に改定されたというだけでは生活保護法５６条にい

う「正当な理由」があるものと解することはできず、その保護基準の改定（不利益変

更）そのものに「正当な理由」があることが必要であるとした。

その上でまず、老齢加算について廃止の方向で見直すべきであるとの中間取りまと

めを行った「生活保護に関する在り方専門委員会」（以下「専門委員会」という。）

での議論をはじめ、廃止に至る判断・決定の経過を詳細に検討している。そして、専

門委員会が中間取りまとめのただし書きで求めた「高齢者世帯の最低生活水準が維持

されるよう引き続き検討する必要がある」との部分や、同じく専門委員会が指摘した

「被保護世帯の生活水準が急に低下することのないよう、激変緩和の措置を講じるべ

きである」との部分を、老齢加算の廃止という方向性と並んで重要な事項であると指

摘している。

その重要な事項について、①中間取りまとめが発表されたわずか４日後に、国は老

齢加算の段階的廃止を実質的に決定したこと、②老齢加算の段階的廃止が決定された

過程において、中間取りまとめのただし書きが求めた「高齢者世帯の最低生活水準が

維持されるよう引き続き検討する必要がある」という点については国により何ら検討

されていなかったこと、③同じく激変緩和措置についても、被保護者が老齢加算の廃

止によって被る不利益等を具体的に検討した上で決定されたという形跡はないとの事

実を認定した。

これらの事実を前提として、本判決は、老齢加算の段階的廃止は考慮すべき事項を

十分考慮しておらず、又は考慮した事項に対する評価が明らかに合理性を欠き、その



結果、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものであるということができるとし、

保護受給権とも称すべき原告らの法的権利を正当な理由なく侵害したこととなり、生

活保護法５６条に違反し違法であるとの判断を下したものである。

４　当会は、生存権の擁護を急務と考え、生活保護の受給要件を充たすにもかかわらず受

給できていない市民に対し生活保護申請手続の援助を行うなど、生存権擁護と支援の

ための取り組みを強めてきた。

そして、２００９年５月１４日、今日の世界同時不況という事態の下で現在我国に

おいて雇用不安、貧困・生活窮乏などが一層深刻化していることにより、生存権、人

間らしく働き生きる権利、ひいては個人の尊厳など本来日本国憲法によって保障され

ている重大な権利が危機的な状況にあることに鑑み、すべての人が個人の尊厳をもっ

て人間らしく働き生活していけるようにするために、生存権の擁護と支援に必要な諸

活動を行うことを目的として、当会に「生存権の擁護と支援のための緊急対策本部」

を設置した。さらに、同年５月２５日に開催した定期総会においては「すべての人が

尊厳をもって生きる権利の実現をめざす宣言」を採択し、高齢者はもとより非正規雇

用労働者・母子・障害者家庭等の貧困の拡大と生活の窮乏化が進行している一方で、

これを補うべき社会保障分野のセーフティネットも崩壊状況にあり、極めて深刻な社

会不安が広がっていることへの危惧を表明し、国及び地方自治体に対し、社会保障費

の抑制方針を改め、また，ホームレスの人も含め社会的弱者が社会保険や生活保護の

利用から排除されないように、社会保障制度の抜本的改善を図り，セーフティネット

を強化することを強く求めてきた。

今日の貧困の広がりの中、国は社会保障を強化することこそあれ、安易な切り下げ

を行うことはあってはならない。

この点で、当会は、福岡高等裁判所が安易な切り下げを認めない判断をしたことを

高く評価するものである。

５　そこで、当会は、北九州市に対しては、上告することなく本判決を確定させることを

要請する。また、厚生労働大臣においては、原告ら対象世帯の高齢化が一層進んでい

ることを深刻に受け止め、老齢加算を元に復するための措置を速やかにとることを要

請する。
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